
1, 主　　催 （一社）神奈川県水泳連盟

2, 主　　管 （一社）神奈川県水泳連盟　・　（一社）神奈川県水泳連盟ジュニア委員会

3, 協　　賛 一般社団法人全国森の循環推進協議会 ・ デサントジャパン株式会社 ・ 株式会社CET（ｸﾘｰﾝｱｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ） 

三陽自動車株式会社 ・ 株式会社シンファート ・ 株式会社hacomono ・ ミズノ株式会社 ・ 株式会社ニューレヴェル

4, 期　　日 2025年７月４日（金）・５日（土）・６日（日） 　　※７月４日（金）は公式練習日16：30～19：00とする。

5, 会　　場 横浜国際メインプール（長水路50ｍ×10ﾚｰﾝ）

6, 競技方法 ① 競技は、（公財）日本水泳連盟競泳競技規則により、種目別、男女別に行う。 

② 予選競技は各種目エントリータイム順 の全年齢で行う。出場者が10名以下の場合、予選を行わない。

③  決勝は全種目行い、男女共小学生・中学生・高校生・大学生/一般の４区分に分けて行う。

　  女子800ｍ/男子1500ｍは中学生・高校生・大学生/一般の３区分に分けて、予選エントリータイム順で全年齢

　 タイムレース決勝として行い、最終組は決勝時間帯に行う。

④ 決勝進出者に棄権が出た時は、次点上位者から順次出場権を与える。

⑤ 決勝進出者において、同記録で定員を超えた場合は、200ｍ以下の種目のみ、スイムオフを行う。

⑥ 400ｍの種目・補欠が同記録で複数いる場合、抽選によって優先順位を決定する。

⑦ １日目の決勝競技終了後に主催者推薦による国民スポーツ大会代表選手選考レースを行う場合がある。

7, 競技種目

8, 競技順序 別項のとおり 

9, 申込規定 

(1)参加資格 ①2025年度日本水泳連盟競技者登録者で、神奈川県の登録団体であること。 

② 神奈川県で国民スポーツ大会に出場する権利を有し、大会申込において“ふるさと登録届”を提出できる選手。

　  ※“ふるさと登録届”は、事前郵送は７/１(火）事務局着、または大会当日は３階受付に競技開始までに持参する。

③学連登録団体については神奈川県内に所在地をおく次の７大学とする。 

 《神奈川大学・東海大学・桐蔭横浜大学・関東学院大学・横浜国立大学・横浜市立大学・日本体育大学》 

④ 競技会での傷害については参加者本人が責任を負う者に限る。

⑤ 送迎でのルールが守れるチーム(指導者・選手・保護者）のみ参加できる。

⑥主催者が出場を認めた団体及び選手

(2)標準記録

2025 神奈川県選手権水泳競技大会　開催要項
兼　国民スポーツ大会県予選会



(3)申込金 エントリー費として１種目￥2,000-

(4)申込方法 ① Webで申し込む。　　※エントリー間違いでの訂正は行わない。

② 参加申込は、2023年４月１日からの公式、公認大会の記録のみとし、ベストタイムで申込むこと。

(5)申込締切 ①エントリーの締切日  2025年６月23日(月)12:00 

②エントリー費締切日  2025年６月25日(水) 

③横浜国際の大会で駐車場を利用するクラブは１台のみ。事前にＷｅｂにチーム名を入力すること。

    駐車場代（1台1,600円）の支払いは、二次要綱に掲載する。

　振込先：みずほ銀行 辻堂支店(普通)２０６２８１０ 　(一社)神奈川県水泳連盟

　※振込み名義は、登録番号(５ケタ)１４〇〇〇＋チーム団体名とする。

(7)プログラム Ｗｅｂからの購入とする。1部1,100円　

協力競技役員と、参加チームには1部配布。

(8)領収書 大会領収書請求フォーム　※領収書はここから申請してください。

https://docs.google.com/forms/d/1UMASOMu_agpOkfXyO-aV1SNsrT-bO-wQjwh0CSb_cUs/viewform?edit_requested=true

10, 表彰 各種目１～３位に賞状を授与する。各種目の優勝者に優勝記念品を贈呈する。

11, そ の 他

(1)提出書類 ①予選を棄権する場合は、指定の届出用紙に記入し、当日予選競技開始30分前までにリゾリューションに

　届け出ること。時間内に届け出をしなかった場合は、棄権料3,000円を徴収する。

②タイム決勝を棄権する場合は、予選を棄権する場合と同様とする。

③決勝を棄権することは出来ない。やむなく棄権する場合は、その予選競技終了後30分以内に指定の

　届出用紙と棄権料3,000円を添えて届け出ること。

④決勝のいずれも無断で棄権した場合は、棄権料とは別に罰金3,000円を徴収する。

⑤『テーピング許可願い』・『世界水泳連盟マーク剥離による確認票』は、指定の用紙に記入の上、

　 リゾリューションを通して審判長に用紙に提出し、確認すること。

(2)駐車場 ①駐車場は参加チーム関係者以外一切使用禁止ですので保護者の方への連絡を徹底すること。

②保護者の送迎、駐車場の乗り入れ、及び近隣道路周辺での乗降等は全て禁止とする。公共交通機関を利用すること。

  保護者への周知・徹底をすること。

③チーム事情により送迎が出来ない場合、チーム責任者が『クラブ関係送迎車両許可証』の発行を許可すること。

　『クラブ関係送迎車両許可証』は、チーム責任者の氏名、捺印を印刷の上、発行すること。

　※許可証は、運転席前に表示し、チームから必ず送迎のルール説明を行うこと。。

　送迎は地下駐車場とし、白線枠には駐車せず、別紙『駐車場利用』の場所で乗降をすること。

(3)その他 ①競技中の事故について主催者及び主管は、保険対応と応急手当の外一切の責任を負わない。

②各チームより競技役員を１名派遣する。 両日で15名以上の場合は２名の派遣とする。

③競技役員は日水連規程のポロシャツ･ズボン･名札･白の靴(上履き専用)の着用すること。

  エントリー後の競技役員の変更、当日の変更は、チームの責任者が代行すること。

④大会に関する問合せは、大会会場に直接せず、チーム責任者から県水連事務局にメール連絡とすること。

　（info@kanagawaswim.or.jp）保護者の方への対応はチームで責任をもって対応すること。


